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研究成果の概要：医療従事者（医師・看護師）と医療を受ける側の人々（患者・患者家族・患

者予備軍を含む）に対して質問紙調査を実施した。分析の結果，看護師が患者とのコミュニケ

ーションで重視している点，患者側と医療従事者との間において情報量に対する知覚が乖離し

ていること，患者側は医師の行為の原因を推論し，それに基づいて医師としての資質を評価す

ること，医師は患者から信頼を得ることが快体験の中心となることが確認された。 
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科研費の分科・細目：心理学・社会心理学 
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１．研究開始当初の背景 
 1990 年に日本医師会の生命倫理懇談会が
『説明と同意』についての報告書を提出して
以来，医療・福祉関係者のみならず，国民の
間でもインフォームド・コンセント（以後，
説明と同意と称す）の重要性が認知されてき
た。医療従事者と患者，患者家族，患者予備
軍（以下，患者側と称す）の間における説明
と同意は，医療従事者の立場として医療を進
めるうえで欠かせない手続きのひとつとし
て重要であるばかりではなく，患者側が納得
して治療に臨むうえでも不可欠な手続きで

ある。また，積極的に治療を進めることにつ
ながり，またその治療効果も期待できるとい
う意味で，説明と同意は医療従事者と患者側
の双方にとって有益である。 
医療現場における説明の重要性は，多くの

医療従事者が認識しているに違いない。ただ
し，医療従事者がその重要性を認識していた
としても，常に患者側からすんなりと同意を
得られる場合とは限らない。医療従事者が，
同じ内容の説明を患者側に与えたとしても，
直ちに納得できる患者だけではなく，納得で
きない患者がいても不思議ではない。 
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それでは，どのような説明方法が望ましい
のだろうか。それに対する回答を求めるには，
医療従事者としての医師や看護師，そして患
者側がコミュニケーション過程において何
を重視しているかを確認することが求めら
れる。両者間におけるコミュニケーション過
程において，重視する部分が異なるとすれば，
それを抑えておくことで医療従事者側と患
者側の良好なコミュニケーションを維持す
ることができ，ひいては患者側にとって納得
できる説明を行うことにつながるであろう。
ところが，コミュニケーションを重視するこ
との必要性は医療従事者側にとっては自明
のことであり，どの部分を重視しているかに
ついての検討は不十分なままである。 

さらに，不十分な説明に対して患者側の立
場がどのような推論過程を経て不満を覚え
るのかという点について検討することも，患
者側が納得できる説明を行ううえで有益で
ある。一般論としては，患者側は医師による
説明が不十分だと知覚した場合，患者側は当
該医師の医師としての資質を疑うことが予
想される。この点について，今さら言及する
余地はないように思われる。しかし，説明の
不十分さという知覚が，どのような推論過程
を経て医師に対する資質の評価に結びつく
かについては十分に検討されていない。 

 
２．研究の目的 

以上の課題に対応するには，コミュニケー
ション過程に焦点を絞り，社会心理学的な枠
組みから医療従事者と患者側との相互作用
過程を分析することが有益であろう。言うま
でもなく，説明はコミュニケーション過程の
ひとつである。いかにして良好なコミュニケ
ーションを行うかを考えることが，患者側の
納得を高める説明方法を検討するうえで不
可欠と言えるであろう。そこで，本研究課題
では，コミュニケーション（言語を媒体とし
たコミュニケーションと非言語的コミュニ
ケーションを含む）を分析対象のひとつとし，
説明のあり方について検討を加えてゆく。 

説明と同意が医療従事者と患者側との間
におけるコミュニケーション過程で行われ
ることを踏まえると，両者間におけるコミュ
ニケーションに対する知覚の相違の有無に
ついて確認しておく必要がある。コミュニケ
ーションに対する知覚が，両者間において著
しく異なるのであれば，良好なコミュニケー
ションを形成することが困難になる。その結
果，医療従事者側が患者側の納得を得ること
が困難になることが予想される。したがって，
コミュニケーションという枠組みから，医療
従事者側と患者側の間における相互作用過
程の実態を把握することが求められる。以上
の問題意識に基づき，本研究課題では以下の
研究目的を設定した。 

 
（1）言語的コミュニケーションと非言語的
コミュニケーションの相対的重要性 
①医療従事者側の知覚 
 医療従事者側の患者側に対する態度の例
の一つとしては，医療従事者から患者側への
説明時における言語的および非言語的コミ
ュニケーションが挙げられる。患者側に理解
してもらい,そして納得してもらうためには，
医療従事者は患者側に与える情報量を調節
したり，説明時に図を用いるなどの工夫を必
要とする。また，患者側が質問をしてきた際
の受け答えにも注意しなければならない。患
者側から発言が認められた場合は，目線を合
わせてうなずき，患者側が発言しやすいよう
に工夫する必要があろう。 
また，言語的および非言語的コミュニケー

ション要因のうち，医療従事者が患者側から
納得を得るうえで，どの部分が特に重要と知
覚しているかによって，患者側への対応の質
が変わることが考えられる。仮に，患者側へ
の情報提供量が最も重要とみなす医療従事
者は，相対的に患者側からの質問に対するう
なずき等を重視しないであろう。一方で，情
報量よりもむしろうなずきや口調を重視す
る医療従事者の場合，患者側に伝える情報量
は必要最小限に抑え，患者側とのコミュニケ
ーションを円滑にする部分に重きをおくで
あろう。このように，医療従事者が言語的お
よび非言語的コミュニケーション要因のう
ち，どの部分を特に重視しているかによって
患者側への対応が異なり，その結果として患
者側からの反応が異なることが予想される。 
②患者側の知覚 
一方，患者側の医療従事者側に対する態度

の例として，医療従事者の説明および傾聴行
為に対する知覚が挙げられる。患者側が重視
する言語的および非言語的コミュニケーシ
ョン要因と，医療従事者が重視するそれとが
一致すれば，医療従事者と患者側の双方のコ
ミュニケーションは円滑に進み，患者側の納
得度を高めることが容易になることが考え
られる。逆に，医療従事者が重視するコミュ
ニケーション要因と，患者側が重視するそれ
とが一致しない場合は，両者間のコミュニケ
ーションに齟齬が生じ，患者側の納得度を高
めるには至らない可能性がある。 
 
（2）医療従事者側の患者側に対する知覚 
 患者側にとって納得できる説明方法を検
討するうえで，医療従事者がどのような説明
場面で対応に苦慮するかという医療従事者
側の視点も調査しておく必要がある。なぜな
ら,前者の医療従事者が不快もしくは快と感
じることで，医療従事者が意識せざる部分で
患者側に伝わる可能性があるためである。 
医療従事者と患者側とのやりとりにおい



 

 

て，医療従事者はさまざまな局面に直面する。
治療を進めるうえで必要な指示を遵守しな
い患者もいれば，説明に納得していたはずの
患者が,後日「そんな説明は受けていない」
と言い出すこともある。また，「わかりまし
た」と口頭では述べていたはずの患者が，後
日「そんなことは聞いていない」と口述を翻
すなど，医療従事者が対応に苦慮することは
少なくない。 

一方で，患者側から感謝の念を表されるこ
ともある。治療の甲斐あって回復に至ったよ
うな場合，あるいは患者側から信頼を寄せら
れていることを実感するような出来事があ
った場合，医療従事者側と患者側のコミュニ
ケーションは一層盛んになるだろう。その結
果として，患者側の治療効果が高められるこ
とが予想される。以上のように，肯定的な関
係であろうとなかろうと，医療従事者側と患
者側の相互作用という観点からすれば，医療
従事者がどのような場面において不快な（も
しくは快い）感情を抱くのかについて検討す
ることが必要である。 
 
（3）医療従事者による不十分な説明行為に
対する評価に影響を及ぼす要因 

ところで，以上の重要度評定以外にも，患
者側の医療従事者の説明に対する評価を規
定する主要な心理的要因がある。それは，医
療従事者がはたらいた行為（本研究の場合は
説明）の理由に関する推論過程である。 

社会心理学領域において，他者の行動の原
因に関する推論過程を帰属と称する。一般的
に，原因の帰属の次元として統制可能性と安
定性の二つの次元に分けられる。前者は，行
為者の意志で統制が可能か否かに関する次
元である。たとえば，「努力」は統制可能で
あるが，「適性」は統制不可能とされている。
後者は，原因が特性や適性，環境の不変性と
いった永続性を有するかどうかの次元であ
る。安定的であるということは，時間を超え
た一般性に関係するものである。安定的な原
因によって引き起こされた行為は，また別の
機会に繰り返されることが予測される。 

この帰属理論に基づき，医師と患者とのや
りとりを想定すると次のようになる。たとえ
ば，医師による説明が不十分だったとしよう。
一般論としては，不十分な説明を受けたとい
う知覚そのものが，医師に対する不満に直結
すると考えられる。しかし，帰属理論の枠組
みからすれば，患者の認知における複数のパ
ターンが予測可能である。たとえ説明が不十
分だったとしても，研修期間を経て間もない
医師だった場合と，十分な説明が可能である
はずだが単なる怠慢で説明を行った医師の
場合とでは，前者の医師には情状酌量の余地
があるとして，後者の医師よりも否定的感情
（怒り，嫌悪感等）は低く評定されることが

考えられる。本稿では，上記の（1）から（3）
の研究成果について報告する。 
 
３．研究の方法 
（1）手続き 
上記の（1）および（2）の計 4 つの調査手

続きは以下のとおりである。 
①医療従事者（看護師）が知覚する言語的コ
ミュニケーションと非言語的コミュニケー
ションの相対的重要性に関する調査 
2007 年 11 月に，中国地方のある総合病院

で実施された職員教育講演会に参加した 142
名の看護師（すべて女性）を対象に,質問紙
を配布した（平均年齢：30.2；標準偏差：8.7）。 
主な調査項目は，年齢，性別，職種等のデ

モグラフィック要因をはじめ，「以下の項目
は患者にとって納得できる医療を提供する
うえでどの程度重要だと思いますか」という
問に対して，言語を媒介としたコミュニケー
ション要因として 2 項目（「医療従事者が患
者側に対して極力多くの情報を提供するこ
と」，「時間をかけて患者側の声に耳を傾ける
こと」），非言語的コミュニケーション要因と
して 2 項目（「医療従事者が患者側に説明す
る時の口調」，「患者側の意見を聞く際の態
度」）の計 4 項目から構成された。それぞれ
の項目は,1（まったく重要ではない）から 5
（非常に重要）の 5 件法での評定を求めた。 
②言語的コミュニケーションと非言語的コ
ミュニケーションの相対的重要性に関する
調査：医療従事者（医師・看護師）と患者の
比較 
2008 年 8 月から 2009 年 3 月にかけて，近

畿地方の病院に勤務する医師（開業医・勤務
医）と看護師を対象に，質問紙調査（郵送配
布・郵送回収）を行った．回答者のうち，勤
務医は 31名（男 29名，女 2 名）（平均年齢：
40.7歳; 標準偏差：9.8），開業医は 5名（男
5 名，女 0 名）（平均年齢：49.8 歳; 標準偏
差：5.3），看護師 20 名（男 0 名,女 20名）（平
均年齢 33.4 歳; 標準偏差：8.0）だった。 
主な質問項目として，年齢，性別，職種等

のデモグラフィック要因をはじめ，説明と同
意を構成する要素としての説明と傾聴に関
わる評定項目を作成し，患者側にとって納得
できる医療を実施するうえでの重要度（1：
まったく重要ではない；5:非常に重要であ
る）について，医師，看護師，患者側のそれ
ぞれに回答を求めた。また，医療従事者に対
しては，説明と同意に関する諸項目に加え，
日常業務場面における遂行度（1:まったく実
行できていない; 5:常に実行している）につ
いてそれぞれ評定を求めた。さらに，自由記
述項目を用意し，説明時に困ったこと，不快
に感じたことについて具体的に記すよう求
めた。 
③医療従事者（医師）が知覚する対患者場面



 

 

における快・不快経験の調査 
 2008 年 8 月から 2009 年 3 月にかけて，近
畿地方の病院に勤務する医師（開業医・勤務
医含む）を対象に，質問紙調査（郵送配布・
郵送回収）を行った．36 名の回答者のうち，
快体験あるいは不快体験に関する記述があ
った 33 名（男 31 名，女 2 名）（平均年齢：
41.6歳; 標準偏差：9.8）を分析対象とした。 
 主な質問項目として，年齢，性別，職種等
のデモグラフィック要因をはじめ，快体験
（「患者もしくは患者家族（あるいは外来者）
に説明した際，あなた自身がうれしかったり，
心地よい気持ちを感じたことはあります
か」）と不快体験（「患者もしくは患者家族（あ
るいは外来者）に説明した際，あなた自身が
困ったり，悩んだり，不快な気持ちを感じた
ことはありますか」）についてそれぞれ想起
してもらい，できるだけ多く，具体的に記述
するよう求めた。 
④医療従事者による不十分な説明行為に対
する評価に影響を及ぼす要因 
 2007年 9月に，私立大学大学生の計 111 名
（男 31名，女 80名）を対象に質問紙調査を
実施した（平均年齢：19.4 歳；標準偏差：1.4）。
質問紙は，表紙を含めて 5ページで構成され
た。表紙を除き，すべてのページに医師によ
る患者に対する説明が不十分であったこと
を示すシナリオと（各シナリオの説明不十分
の原因は異なっている），医師の行為もしく
は医師の資質，医師に対する感情的反応を測
定する評定項目（5 件法）を用意した。 
 
４．研究成果 
（1）言語的コミュニケーションと非言語的
コミュニケーションの相対的重要性に関す
る調査 
①看護師の知覚 

言語を媒介としたコミュニケーション要
因と非言語的コミュニケーション要因に対
する重要度評定値をそれぞれ加算し（各 2項
目），t検定による比較を行った。分析の結果，
看護師は言語を媒介としたコミュニケーシ
ョン要因（M=8.8; SD=0.7）よりも，相対的
に非言語的コミュニケーション（M=9.6; 
SD=1.1）を重視していることが確認された。 
②医療従事者と患者の比較（図 1） 
 一元配置の分散分析を実施したところ，ほ
とんどの項目において統計的に有意な差が
認められた。下位検定（テューキーの HSD 法）
による分析の結果，「口調」「多くの情報提供」
「傾聴」「態度」の項目において，医療従事
者（医師・看護師）と患者間において有意な
差が認められた。「口調」「傾聴」「態度」に
対する重要度知覚は医療従事者に比して患
者が低かった。「多くの情報提供」について
は，医療従事者に比して患者の方が重要であ
ると知覚していた。ただし，おおよそ平均値

が 4 点以上であることから,医療従事者と患
者間における重要度知覚の差については慎
重に解釈すべきであろう。 
 
（2）医療従事者と患者間の関係性に対する
評価（図 2）  

一元配置の分散分析を実施したところ，ほ
とんどの項目において統計的に有意な差が
認められた。下位検定（テューキーの HSD 法）
による分析の結果,「患者に手の内を明かす
こと」については，医療従事者に比して患者
の方が肯定的に評価していた。「医師の考え
の優先」「患者の意思を度外視した説明行為」
については，医師と患者に比して看護師は否
定的に評価していた。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3）医療従事者（医師）が知覚する対患者
場面における快・不快経験の調査 

図 1 説明と同意に関する知覚 

4.78

3.78

4.75 4.75 4.64
4.95

3.85

4.74 4.79 4.70

4.10

4.42 4.43 4.36
4.15

1 

2 

3 

4 

5 

医
療
従
事
者
が
患
者
（
患
者
家
族
）
に
説
明

す
る
時
の
口
調
に
注
意
す
る
こ
と

で
き
る
だ
け
多
く
の
情
報
を
医
療
従
事
者
が

患
者
（
患
者
家
族
）
に
提
供
す
る
こ
と

医
療
従
事
者
が
患
者
（
患
者
家
族
）
に
説
明

す
る
際
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
工
夫
す
る

こ
と

時
間
を
か
け
て
医
療
従
事
者
が
患
者
（
患
者

家
族
）
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と

医
療
従
事
者
が
患
者
（
患
者
家
族
）
の
意
見

を
聞
く
際
の
態
度
に
気
を
付
け
る
こ
と

医師

看護師

患者

↑

重

要

で

あ

る

重

要

で

な

い
↓

3.03

3.91

2.94

4.03

2.94

3.58

2.25

3.10

3.75
3.93

3.36

4.12

1 

2 

3 

4 

5 

医
療
従
事
者
は
治
療
過
程
に
お
い

て
常
に
患
者
に
手
の
内
を
明
か
す

べ
き
だ

患
者
は
必
要
に
応
じ
て
他
の
病
院

の
医
師
に
も
意
見
を
求
め
る
べ
き

だ

通
常
は
、
患
者
の
考
え
よ
り
も
医

師
の
考
え
を
優
先
す
べ
き
だ

患
者
が
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
を

問
わ
ず
医
療
従
事
者
は
患
者
に
対

し
て
治
療
に
関
す
る
説
明
を
行
う

べ
き
だ

医師

看護師

患者

↑

そ

う

思

う

そ

う

思

わ

な

い
↓

図 2 医療従事者と患者間の関係性に関する 
知覚 



 

 

調査対象者の回答に対して，KJ法の１ラウ
ンドを適用した。まず，快，不快体験ごとに
チーム編成を行った。次に，各チームの相互
関係を探るために，快，不快体験ごとに A 型
図解化および B 型文章化を実施した。 
 KJ法のチーム編成手順に基づき，快，不快
体験ごとに自由記述の回答を分類し，チーム
編成を行った。その結果，快体験については
「患者と医師との意見の一致」，「患者からの
感謝」，「患者からの支持」といった「患者か
らの信頼獲得」にかかわる快体験が，全回答
（25件）中，19 件（76%）を占めた（表 1）。
一方，不快体験については，「自己中心的な
患者」にかかわる不快体験が，全回答（41件）
中，26件（63.4%）を占めていた（表 2）。 

KJ 法の A 型図解化手順に基づき，快，不快
体験ごとに A 型図解を作成した。その結果，
快体験では，患者からの信頼獲得が良質な説
明と同意に結びついており，信頼獲得の中核
には患者と医師との意見の一致が内在して
いることが見いだされた。一方，不快体験に
おいては，医師，医療への患者の不満，不信
感が，自己中心的な患者の態度と相互作用し，
説明と同意の質的低下を招いている可能性
が示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）医療従事者による不十分な説明行為に
対する評価に影響を及ぼす要因 
 シナリオ上の医師による不十分な説明行
為に対する各評定項目のうち，「納得」，「満
足度」，「怒り」，「怠惰」，「同情」，「医師とし
ての資質」のすべての項目において，統制可
能性および安定性の両次元に主効果が認め
られ，また交互作用が認められた。交互作用
が認められたため，交互作用における単純主
効果の検定を行ったところ，「医師としての
資質」のみにおいて，統制可能性の効果が安
定性の次元の不安定においては認められな
いことが確認された。この結果は，不十分な
説明の原因が安定性次元において「不安定」
であり，なおかつ統制可能性次元において
「統制不可能」である場合は，「安定」かつ
「統制可能」である場合よりも肯定的に（「医
師としての資質がある」）評価されることを
示唆する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（5）結論 
以上の分析結果を踏まえると，医療従事者

は非言語的コミュニケーションに配慮する

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

説明に対する無関心さ 8

医師，治療への不満，不信感の表明 7

暴言，怒り 3

治療，服薬への反発 2

勝手な判断，振る舞い 2

わがまま 2

良識のなさ 2

伝わりにくさ 6

説明に対する理解の不確かさ 2

理解力の不足 1

病識のなさ 1

説明による服薬への悪影響 1

治療意欲・要求の乏しさ 2

　 告知のつらさ 1

家族の問題 1

合計 41
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表 2 患者に対する説明場面における医 
師が知覚した不快体験 

表 1 患者に対する説明場面における医師が 
知覚した快体験 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

症状改善への寄与 症状の改善及び疾病の軽快 2

治療に対する患者の意欲向上
冷静に受けとめ，前向きに立ち向かおうという気持ちが感じられ
る時

2

説明に対する高い関心 きちんと聞き，質問される 1

患者の理解，納得 病気の治療法につき，理解を得られた時 6

患者からの同意
説明した内容について「大変良く判りました。先生の治療を受け
ます」と言ってもらった時

2

患者－医師間の相互理解 医師，患者相互の理解が得られた場合 1

患者からの一任 患者が十分に理解され，おまかせするという反応が得られたとき 1

患者からの感謝 ありがとうと言ってもらった時 8

　 患者からの支持 「転勤されても先生について行きます」と言ってもらった時 1

医師の責任 責任を感じるだけです 1
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目
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可能 不可能 可能 不可能 可能 不可能 可能 不可能 可能 不可能 可能 不可能

1.3 1.9 1.3 2.1 4.7 3.3 1.3 2.1 1.8 2.5 4.2 2.5
(0.06) (0.06) (0.74) (0.85) (0.60) (0.96) (0.74) (0.85) (1.07) (0.94) (0.85) (0.89)
1.9 2.3 2.0 2.4 3.6 2.7 2.0 2.4 2.8 2.9 3.0 2.3

(0.06) (0.08) (0.84) (0.99) (0.95) (1.13) (0.84) (0.99) (1.00) (1.03) (0.82) (0.90)
不安定

資質

注）数値は平均値で（　）内は標準偏差。各項目は1(まったくそう思わない)から5(非常にそう思う)の5件法で測定された。

満足度 納得 怒り 怠惰 同情

安定

表 3 各評定項目の平均値および標準偏差 



 

 

と同時に，患者側が求める情報内容を迅速に
察知し，患者側の要求に応じた情報を提供す
ることが，患者側の納得する説明を行ううえ
で必要であることが考えられる。 

また，患者側は説明の不十分さという事実
のみではなく，その背後にある原因を推論し，
それに基づいて医師としての資質を評価す
ることが確認された。現実的には，緊急手術
などにより，医師は時間的にも量的にも不十
分な説明に終始せざるを得ない場合がある。
それをやむないこととして患者側に何らそ
の事情を伝えないと，患者側は独自の推論過
程を経て，当該医師に対する資質を疑う可能
性がある。 

本研究の分析結果に基づくと，患者側に不
十分な説明に終始せざるを得ない理由を明
確に説明し，誤った原因の推論を防げば，医
師に対する資質に対する評価を肯定的に保
つことができると考えられる。医師としてふ
さわしい人材に治療を受けることを望む患
者側に対しては，不十分な説明に終始せざる
を得ない場合，医師がその理由を明確に伝え
るほうが，患者側から納得を得やすいであろ
う。つまり，推論過程のメカニズムを把握し
た対応をすることは，納得できる医療を進め
るうえで有益であろう。 

ただし，仮に医療従事者と患者側との間に
信頼関係が形成されているのであれば，誤っ
た原因の推論は行われないかもしれない。医
師の快体験の分析結果において，患者からの
信頼獲得が快体験の中心であることに表れ
ているように，医療従事者の立場からすれば
信頼関係の形成は積極的な医療を進めるも
っとも有効な要因のひとつである。今後は，
医療現場という特殊性を考慮した，医療従事
者と患者間の信頼間の構造についてより詳
細に検討する必要がある。 
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